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畜産関係事務・事業畜産関係事務・事業畜産関係事務・事業畜産関係事務・事業
○　畜産物の価格安定○　畜産物の価格安定○　畜産物の価格安定○　畜産物の価格安定

　・　畜産物の価格安定を図るための輸入・調整保管等

○　加工原料乳生産者補給交付金等○　加工原料乳生産者補給交付金等○　加工原料乳生産者補給交付金等○　加工原料乳生産者補給交付金等

　・　加工原料乳の生産者に補給金を交付

○　肉用子牛生産者補給交付金等○　肉用子牛生産者補給交付金等○　肉用子牛生産者補給交付金等○　肉用子牛生産者補給交付金等

　・　肉用子牛の価格低落時に生産者へ補給金を交付

○　畜産業振興事業等○　畜産業振興事業等○　畜産業振興事業等○　畜産業振興事業等

　・　畜産業の振興に資するための事業等に対する補助

野菜関係事務・事業野菜関係事務・事業野菜関係事務・事業野菜関係事務・事業
○　野菜価格安定○　野菜価格安定○　野菜価格安定○　野菜価格安定

　　　　・　野菜の価格低落時に生産者へ補給金等を交付
○　野菜農業振興事業○　野菜農業振興事業○　野菜農業振興事業○　野菜農業振興事業

　・　野菜の需給調整事業等に対する補助

砂糖関係事務・事業砂糖関係事務・事業砂糖関係事務・事業砂糖関係事務・事業
○　糖価調整○　糖価調整○　糖価調整○　糖価調整

　・　輸入糖の買入・売戻しによる調整金の徴収

　・　甘味資源作物生産者等に対する交付金の交付

でん粉関係事務・事業でん粉関係事務・事業でん粉関係事務・事業でん粉関係事務・事業
○　でん粉価格調整○　でん粉価格調整○　でん粉価格調整○　でん粉価格調整

　・　輸入とうもろこし等の買入・売戻しによる調整金の徴収

　・　でん粉原料用いも生産者等に対する交付金の交付

蚕糸関係事務・事業蚕糸関係事務・事業蚕糸関係事務・事業蚕糸関係事務・事業
○　生糸輸入調整○　生糸輸入調整○　生糸輸入調整○　生糸輸入調整

　・　実需者等による生糸の輸入時における調整金の徴収等

○　蚕糸業振興事業○　蚕糸業振興事業○　蚕糸業振興事業○　蚕糸業振興事業

　・　蚕糸業の経営安定のための繭代補填等

情報収集提供業務情報収集提供業務情報収集提供業務情報収集提供業務
○　情報収集提供○　情報収集提供○　情報収集提供○　情報収集提供

　・　畜産物、野菜、砂糖、でん粉及び蚕糸の生産状況、価

　　格等についての情報収集と提供

畜産関係事務・事業畜産関係事務・事業畜産関係事務・事業畜産関係事務・事業 でん粉関係事務・事業でん粉関係事務・事業でん粉関係事務・事業でん粉関係事務・事業

野菜関係事務・事業野菜関係事務・事業野菜関係事務・事業野菜関係事務・事業

砂糖関係事務・事業砂糖関係事務・事業砂糖関係事務・事業砂糖関係事務・事業

蚕糸関係事務・事業蚕糸関係事務・事業蚕糸関係事務・事業蚕糸関係事務・事業

情報収集提供関係事務・事業情報収集提供関係事務・事業情報収集提供関係事務・事業情報収集提供関係事務・事業

農畜産業振興機構の業務農畜産業振興機構の業務農畜産業振興機構の業務農畜産業振興機構の業務
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【組織面の見直し】【組織面の見直し】【組織面の見直し】【組織面の見直し】

【人件費等の削減】【人件費等の削減】【人件費等の削減】【人件費等の削減】

【事務・事業の見直し】【事務・事業の見直し】【事務・事業の見直し】【事務・事業の見直し】

【自主性・自律性の確保】【自主性・自律性の確保】【自主性・自律性の確保】【自主性・自律性の確保】

業務運営の更なる改善を図るための体制
の見直し

人件費総額を着実に削減するほか、機構
特有の課題についても見直し

○　地方事務所の統廃合（事務所数：１０→３）
　　 業務の電算処理システム化を推進し、地方事務所は
　必要最小限を存置

○　行革推進法に基づく人件費総額削減のほか、給与
　水準、管理職割合の引き下げを実施

事務・事業の効率化、透明性を高める観点
から見直し

○　畜産の助成事業に事業実施主体の公募方式を導入
○　野菜の需給調整業務の効率的な実施体制の構築

繰越欠損金に関する見直し ○　国産てん菜糖に対する交付金対象数量に上限を設定

適切な業務運営の体制整備 ○　コンプライアンス委員会を設置し、内部統制機能を強化

農畜産業振興機構の整理合理化案のポイント農畜産業振興機構の整理合理化案のポイント農畜産業振興機構の整理合理化案のポイント農畜産業振興機構の整理合理化案のポイント
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（２）畜産業振興資金期末残高の推移（自主財源）
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（１）調整資金期末残高の推移（牛関財源）
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・英国では２００１年に口蹄疫（牛・豚の悪性伝染病）が侵入し、２兆円規模の被害が発生
・我が国への海外悪性伝染病の侵入リスクが高まっており、緊急時に対応できる水準を確保することが必要

ＢＳＥ対策等により資金残
高が大幅に減少

ＢＳＥ対策等により資金残
高が大幅に減少
Ｈ１３年度には、年度途中に
関連対策として約1400億円

を新たに措置
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主な畜産業振興事業等の概要（平成１９年度）

２ 酪農関係

１ 肉用牛関係

３ 飼料関係

４ 環境・衛生等対策

（所要額）
○○○○ 肉用子牛生産者補給金制度肉用子牛生産者補給金制度肉用子牛生産者補給金制度肉用子牛生産者補給金制度
肉用子牛の売買価格が基準価格を下回った場合、肉用子牛の生産者に対し補給金
を交付 １４５億円
○○○○ 肉用牛肥育経営の経営安定対策肉用牛肥育経営の経営安定対策肉用牛肥育経営の経営安定対策肉用牛肥育経営の経営安定対策
肉用牛肥育経営の所得低下時に補てん金を交付する基金に対する助成 １４４億円

○○○○ 肉用牛繁殖雌牛の増頭対策肉用牛繁殖雌牛の増頭対策肉用牛繁殖雌牛の増頭対策肉用牛繁殖雌牛の増頭対策
中山間地域等における繁殖雌牛増頭等の取組みに対する支援 ４５億円

○○○○ 生乳需要構造改革対策生乳需要構造改革対策生乳需要構造改革対策生乳需要構造改革対策
輸入乳製品と競争力を有するチーズ、生クリーム等への供給拡大に対する助成 ７９億円

○○○○ 加工原料乳生産者経営安定対策加工原料乳生産者経営安定対策加工原料乳生産者経営安定対策加工原料乳生産者経営安定対策
バター、脱脂粉乳等の加工原料乳の取引価格低落に対応した生産者の経営安定
の取組への支援 ２８億円

○○○○ 家畜飼料資金対策家畜飼料資金対策家畜飼料資金対策家畜飼料資金対策
配合飼料価格の高騰が畜産経営に及ぼす影響に対応した飼料購入資金の融通措置 ５６億円

○○○○ 環境調和型酪農経営対策環境調和型酪農経営対策環境調和型酪農経営対策環境調和型酪農経営対策
飼料自給率、環境保全の向上等の取組を実施する生産者に対する助成 ５４億円

○○○○ 家畜排せつ物処理施設整備対策家畜排せつ物処理施設整備対策家畜排せつ物処理施設整備対策家畜排せつ物処理施設整備対策
家畜排せつ物のたい肥化施設等のリース方式による整備 １２０億円

○○○○ 牛の個体識別管理対策牛の個体識別管理対策牛の個体識別管理対策牛の個体識別管理対策
牛トレーサビリティ制度の個体識別耳標の作成・配布 ５億円

○○○○ 肉骨粉適正処分対策肉骨粉適正処分対策肉骨粉適正処分対策肉骨粉適正処分対策
ＢＳＥの原因物質とされる肉骨粉の適正処分 ９１億円

○○○○ 家畜防疫互助基金制度家畜防疫互助基金制度家畜防疫互助基金制度家畜防疫互助基金制度
家畜伝染病の発生に備え、経済的損失を互助保証する生産者の取組を支援 １９億円

中央団体

生
産
者

補助

都道府県団体

肥育牛1頭当たり

の推計所得が家族
労働費を下回った
場合にその差額分
の8割を補てん

基金

（例）肉用牛肥育経営安定対策

積立金

事業の仕組み

※基金の発動基準は、
県毎・牛の品種毎に
設定
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畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの

補助金の交付により造成した基金の管理に関する基準

（平成１９年３月２８日付け１８農畜機第４５４５号）（基準の概要）

１ 基準の対象
事業実施主体が機構から直接交付を受けた補助金による基金であって、２ヶ年以上にわた

り事業を実施するもの

２ 基金の事業実施期間の設定
原則として１０年以内。ただし、後年度負担を伴う事業は新規申請受付を終了するまでの

期間を１０年以内とする。

３ 基金の見直しの時期
当該基金事業の実施開始年度から３年ごとに見直しを実施（事業の最終年度を除く）し、

見直し結果等を機構及び事業実施主体のホームページ等で公表。

４ 使用見込みの低い基金に関する基準
以下の基準に該当する基金は、適切な規模への縮減、廃止、返納を検討
① 事業を終了した基金
② 前回の見直し移行あるいは直近３年以上実績のない基金
③ 事業造成目的のなくなった又は変更したと判断される基金
④ 保有割合が１を大幅に上回る基金
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○ １人当たり消費量は減少が継続。
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○ １日当たりカルシウム摂取量も減少。

○ 特に中学卒業後に落ち込む傾向。

生産者団体はＨ18から減産型の計画生産

牛乳の飲用習慣確立のための課題牛乳の飲用習慣確立のための課題牛乳の飲用習慣確立のための課題牛乳の飲用習慣確立のための課題

早い段階から一定の飲用習慣がついて
いないと消費拡大キャンペーンの効果も
十分発揮し得ない。

食育の観点からも、学校給食を活用した
習慣付けが効果的

「おいしくない」等の理由で牛乳を飲まな
かった児童・生徒が飲むようになった理
由の上位は、牛乳に関する知識。

学校給食用牛乳供給事業の必要性学校給食用牛乳供給事業の必要性学校給食用牛乳供給事業の必要性学校給食用牛乳供給事業の必要性

学校給食用牛乳供給事業について学校給食用牛乳供給事業について学校給食用牛乳供給事業について学校給食用牛乳供給事業について
牛乳をとりまく課題牛乳をとりまく課題牛乳をとりまく課題牛乳をとりまく課題

牛乳を飲まない理由のトップ：他の飲
料を飲むので牛乳を飲む機会が少な
いこと（３９％）

→

小学生・中学生の時期に学校給食での
牛乳提供と併せて、牛乳の良さの理解を
促し、飲用習慣を付ける必要。

「学校給食の管理と学校給食を活用した「学校給食の管理と学校給食を活用した「学校給食の管理と学校給食を活用した「学校給食の管理と学校給食を活用した
食に関する指導を一体的に展開すること食に関する指導を一体的に展開すること食に関する指導を一体的に展開すること食に関する指導を一体的に展開すること
により、教育上の高い相乗効果をもたらすにより、教育上の高い相乗効果をもたらすにより、教育上の高い相乗効果をもたらすにより、教育上の高い相乗効果をもたらす
ことが期待」（Ｈことが期待」（Ｈことが期待」（Ｈことが期待」（Ｈ18 食育白書食育白書食育白書食育白書 内閣府）内閣府）内閣府）内閣府）

○ １人当たり消費量の減少が継続。

○

牛乳飲用の習慣付けが必要

給食で牛乳を提供しても飲み残す者が
約２割存在しており、実際に飲んでもら
うには牛乳の良さが理解されることが
必要。

※

年度

( ℓ)

年度

(㎎)

14.6%

15.0%

24.9%

0% 10% 20% 30%

牛乳は健康によいことが
わかったから

牛乳には栄養があること
がわかったから

牛乳は体の成長に必要な
ことがわかったから

○

  　カルシウムの食品群別摂取構成比（男女平均）
（平成16年度　国民栄養調査　厚生労働省）
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資料：総務省「家計調査報告」

資料：厚生労働省「国民栄養調査」

資料：日本酪農乳業協会H17年調査

学校栄養士は、事業による普及啓発は
理解を促進し、飲用増に効果があるとの
認識。

・　普及啓発資材（ポスター、パンフ等）は理解に貢献

・　普及啓発により飲むようになる児童・生徒がいる

・　給食で飲むようになれば家庭での飲用にも変化あり

・　牛乳提供と合わせて普及啓発すれば自ら飲む姿勢が形成

・　給食の牛乳を飲むようになればその傾向は持続

・　普及啓発をしないと牛乳を飲まない消費者が増えると思う

（（社）日本酪農乳業協会　学校栄養士等アンケート(H19年10月)

・・・・・・・・・・・・・・・８３.３％

・・・・・・・・・・・・・・・９６.８％

・・・・・・・・・・・・・・・９６.６％

・・・・・・・・・・・・・・・７４.２％

・・・・・・・・・・・・・・・８７.０％

・・・・・・・・・・・・・・・９６.７％

○

○

東京での中高生認知度→８６.０％
（Ｈ18年９月）

「牛乳を実際に（もっと）飲むようになった」

週１回以上飲む中高生→２９.６％

それ以下しか飲まない→２.３％

「牛乳に相談だ。」キャンペーン
（（社）中央酪農会議）

学校給食用牛乳供給事業学校給食用牛乳供給事業学校給食用牛乳供給事業学校給食用牛乳供給事業
の実施が必要の実施が必要の実施が必要の実施が必要

論点３関係 資料４－４－３

４



農畜産物の需給に影響を及ぼす品目横断的な要因の例 

                      

 

 

 

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(砂糖へのシフト) 

バイオ燃料の生産拡大 

ＢＲＩＣｓにおける

需要増加 

干ばつ等異常気象 

トウモロコシ需要の

拡大(飼料向け、コーン

スターチ向けの減) 

飼料穀物価格の上昇 

 

さとうきび需要の 

拡大（砂糖向け減） 

砂糖価格の上昇 

異性化糖価格の上昇 

 

砂糖需要の拡大 

食肉需要の拡大 

乳製品需要の拡大 

食肉生産の減少 

ＥＵ輸出補助金削減 

(乳製品) 

バター、脱脂粉乳 

生産の減少 

調製品価格の上昇 

食肉価格の上昇 

バター、脱脂粉乳 

価格の上昇 

【要 因】 【需給・価格への影響】 

飼料生産の減少 

資料４－４－４ 

論点４関係 

５ 


